
○玉村町協働によるまちづくり提案事業実施規則 

令和２年３月３１日 

規則第１６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地域における諸課題について、玉村町自治基本条例第２条第１項第

１号に規定する住民（以下「住民」という。）と玉村町（以下「町」という。）が協働

して解決を図ろうとする事業（以下「提案事業」という。）の実施について、必要な事

項を定めるものとする。 

（提案団体の要件） 

第２条 提案事業を実施することができる住民（以下「提案団体」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 公益活動を目的とする団体であること。 

(2) ３人以上で組織されていること。 

(3) 団体の運営に関する規則等が整備されていること。 

(4) 団体の名簿の記載及び整理が適正に行われていること。 

(5) １年以上継続して活動する見込みがあること。 

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。 

(7) 暴力団又は暴力団関係者でないこと。 

（提案事業の要件） 

第３条 提案事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 提案団体又は町が実施を提案するものであること。 

(2) 地域の身近な課題を解決しようとすること。 

(3) 具体的な効果や成果が期待できること。 

(4) 提案団体と町の協働が必要と認められ、かつ、双方の役割分担が明確、かつ、妥当

であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。 

(1) 営利を目的とすると認められるもの 

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもので、公益性が低いもの 

(3) 政治、宗教又は暴力団の活動にかかわるもの 



(4) 施設等の建設及び整備を目的とするもの 

(5) 公序良俗に反するもの 

（期間） 

第４条 提案事業は、その実施が年度内（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）

に完了するものでなければならない。 

（提案） 

第５条 提案団体は、町長が別に定める期間内に、次の各号に掲げる書類（以下「提案書

類」という。）を町長に提出しなければならない。 

(1) 玉村町協働によるまちづくり提案事業申込書（様式第１号） 

(2) 玉村町協働によるまちづくり提案事業提案書（様式第２号） 

(3) 玉村町協働によるまちづくり提案事業収支予算書（様式第３号） 

(4) 玉村町協働によるまちづくり提案事業提案団体概要書（様式第４号） 

(5) 誓約書（様式第５号） 

(6) 提案団体の運営に関する規則又はこれに準ずるもの 

(7) 提案団体の役員及び会員名簿 

(8) その他町長が必要と認める書類 

２ 提案団体は、前項に定める期間内に２以上の提案をすることができない。 

３ １提案事業に対する提案団体が２以上ある場合は、提案団体ごとに同条第１項第４号

から第８号に掲げる書類を提出しなければならない。 

（情報交換） 

第６条 提案団体は、町長が別に定める期間内に、町関係課と提案事業の内容及び役割分

担等についての情報交換（以下「情報交換」という。）を申し込むことができる。 

２ 提案団体は、情報交換を申し込む場合は、玉村町協働によるまちづくり提案事業情報

交換申込書（様式第６号）を町長へ提出しなければならない。 

（事前協議） 

第７条 提案書類を提出した提案団体は、町長が別に定める日までに、町関係課と提案事

業の内容及び役割分担等についての協議（以下「事前協議」という。）を行わなければ

ならない。 

２ 提案団体は、事前協議により提案書類の内容を変更しようとする場合は、町長が別に



定める期間内に、当該変更後の提案書類を町長へ提出しなければならない。 

（審査会） 

第８条 提案書類の審査並びに次条及び第１０条に規定する審査を行うため、玉村町協働

によるまちづくり提案事業審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、町長が任命する者で組織し、委員長及び委員をもって構成する。 

３ 委員の任期は、別途町長が指定する。 

（１次審査） 

第９条 町長は、提案書類を受理したときはその内容を町長が別に定める日に、審査会に

諮らなければならない。 

２ 審査会は、前項に基づく提案書類の内容について、公益性、実現性その他の町長が別

に定める審査項目（以下「審査項目」という。）に照らし、書面審査（以下「１次審査」

という。）を行い、その結果を速やかに町長へ報告するものとする。 

３ 町長は、前項の報告に基づき、１次審査通過の可否を決定し、速やかに提案団体へ通

知しなければならない。 

（２次審査） 

第１０条 １次審査通過の通知を受けた提案団体（以下「１次審査通過団体」という。）

は、町長が別に定める日に審査会に対し提案事業のプレゼンテーション（以下「２次審

査」という。）を行わなければならない。 

２ ２次審査は、公開を原則とする。 

３ 審査会は、審査項目に従って２次審査の結果を取りまとめ、町長へ報告するものとす

る。 

４ 町長は、前項の報告に基づき、１次審査通過団体の中から提案事業を実施することと

なった提案団体（以下「実施団体」という。）を速やかに決定し、２次審査の結果を１

次審査通過団体へ通知しなければならない。 

（事業の遂行） 

第１１条 町長は、実施することとなった提案事業（以下「実施事業」という。）につい

て、実施事業の基本的事項や役割分担、個人情報保護の遵守等を明示した協定を実施団

体と締結するものとする。 

２ 実施団体及び町は、双方が協力して実施事業の進行管理を行うとともに、必要に応じ



随時進捗状況等を報告し合うものとする。 

３ 町長は、必要があると認めるときは実施団体に対して必要な助言を行い、又は報告を

求めることができる。 

（補助金の交付） 

第１２条 町は、次の各号のいずれにも該当する場合は、予算の範囲内において実施事業

費の全部又は一部に対し、実施団体へ補助金を交付することができる。 

(1) 実施事業の遂行に直接関係する経費であること。 

(2) 実施団体の予算及び決算についての管理が適切に行われている、又は実施事業の遂

行に伴い適切に行われる見込みであること。 

(3) 実施事業費の積算が適正、かつ、妥当であること。 

(4) 実施事業の事業内容に対し、実施事業の遂行期間中に、国、地方公共団体及びそれ

らの外郭団体から補助並びに助成等の支援を受けていないこと。 

２ 前項に規定する補助金の交付に関する手続は、玉村町補助金等に関する規則（平成１

１年規則第９号）に基づくものとする。 

３ 第１項に規定する補助金の交付限度額は、１事業あたり３０万円とする。 

（事業報告） 

第１３条 実施団体は、実施事業が完了した日から起算して１４日以内に、次の各号に掲

げる書類（以下「報告書類」という。）を町長に提出しなければならない。 

(1) 玉村町協働によるまちづくり提案事業報告書（様式第７号） 

(2) 玉村町協働によるまちづくり提案事業収支決算書（様式第８号） 

２ 実施団体は、町が実施事業の報告会等を開催する場合は積極的に協力することとし、

必要に応じプレゼンテーションを行うものとする。 

３ 町長は、報告書類に基づき町広報媒体等を通じて、住民等に対し実施事業の成果を公

表するものとする。 

４ 前項の公表に当たっては、実施事業の概要及び実施団体の名称並びに代表者名等を明

示することができるものとする。 

（庶務） 

第１４条 提案事業に関する事務は、企画課において処理する。 

（その他） 



第１５条 この規則に定めのない事項は、町長が必要に応じてその都度定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第２５号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

様式第８号（第１３条関係） 

 


